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越 生 町

情 報 公 開 制 度 及 び 個 人 情 報 保 護 制 度 の 運 用 状 況

（平成２７年度）

Ⅰ 情報公開制度の運用状況

１．情報公開請求（申出）の受付件数と決定状況

決 定 状 況
受付件数

公 開 部分公開 非 公 開 取 下 げ

請求※１ － － － － －

申出※２ ４ ３ － － １

合 計 ４ ３ － － １

※１請求‥‥平成１２年４月１日以後に作成または取得した情報を請求権者

（町民等）が請求した場合

※２申出‥‥上記の「請求」以外の場合

請求（申出）ごとの処理状況については、表－Ⅰ－１のとおりです。
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■表－Ⅰ－１ 情報公開請求（申出）処理状況

整 区分 対象公文書 決定内容 公開方法 請求年月日 請求者の
理 請 申 請求・申出の内容 件 件名 決定 理由 摘要 及び 担当課 及び 備考
№ 求 出 数 コピー代 決定年月日 区分
１ １ 平成２０年度以降 １ 起債計画書 ※本人によ 情報公開手 企画財政 H27.4.23請求 請求権者以

に起債された地方 る請求の取 続によらな 課 H27.4.28取下 外の者
債（銀行等引受債） り下げ くても提供
の起債条件等が起 可能な情報
債された文書 であること

を説明した
ところ、請
求を取り下
げた。

２ １ 庁舎における「清 １ 庁舎における 公開 方法：窓口 総務課 H27.7.2請求 請求権者以
掃」「人為警備」「空 「清掃」「空 交付 H27.7.22決定 外の者
調保守」に係る入 調保守」に係 コピー代：
札結果及び随契、 る入札関係情 60円
見積合わせ結果。 報及び契約関
（平成22～27年度 係情報一覧表
まで） （平成22～27

年度まで）
３ １ 各公民館施設にお １ 各公民館施設 公開 方法：窓口 生涯学習 H27.7.2請求 請求権者以

ける「清掃」「人 における「清 交付 課 H27.7.22決定 外の者
為警備」「空調保 掃」「空調保 コピー代：
守」「受付」「宿直」 守」「受付」 30円
「総合管理」に係 に係る入札関
る入札結果及び随 係情報及び契
契、見積合わせ結 約関係情報一
果 覧表（平成23

～27年度）
４ １ 越生町長が定める １ 土地情報シス 公開 方法：郵送 まちづく H27.10.30請求 請求権者以

区域のデータ（町 テム コピー代： り整備課 H27.11.16決定 外の者
丁目界、町丁目名、 無料（請求
大字界、大字名、 者提供のCD
小字界、小字名） -Rを使用し

たため）
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２．情報公開請求・申出者の区分

区 分 件 数

(1) 町内に住所を有する者 －

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 －

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者 －

(4) 町内の学校に在学する者 －

(5) 実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの －

(6) 請求権者以外の者 ４

計 ４

３．不服申立ての状況

区 分 件 数

不服申立て件数 －

諮問手続中 －

処 情報公開・個人 審 査 中 －

理 情報保護審査会 答 申 －

経 取 下 げ －

過 諮問前の取下げ －

決 定 済 －
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Ⅱ 個人情報保護制度の運用状況

１．個人情報取扱事務届出の状況
個人情報保護条例に基づき、実施機関が新たに個人情報を取り扱う事務を

開始する場合は、どのような個人情報を収集し、どのような目的に使用する
のか明らかにするために、届出を義務付けています。また、届出内容の変更
や事務の廃止の場合も、届出が必要となっています。

個人情報取扱事務届出などは、町政情報コーナーで閲覧することができま
す。

平成２７年度の個人情報取扱事務届出状況は、表－Ⅱ－１のとおりです。

表－Ⅱ－１ 個人情報取扱事務届出状況

平成26年度末 平成27年度中届出件数 平成27年度末
実施機関

届 出 件 数 開 始 変 更 廃 止 届出件数(累計)

議 会 ５ ０ ０ ０ ５

町 長 ６３２ ５ ０ ０ ６３７

教 育 委 員 会 ８６ ０ ０ ０ ８６

選挙管理委員会 １５ ０ ０ ０ １５

公 平 委 員 会 ３ ０ ０ ０ ３

監 査 委 員 ３ ０ ０ ０ ３

農 業 委 員 会 １０ ０ ０ ０ １０

固 定 資 産 評 価
審 査 委 員 会 ２ ０ ０ ０ ２

合 計 ７５６ ５ ０ ０ ７６１

２．個人情報目的外利用等の届出状況
実施機関が管理している個人情報は、収集目的に則して適正に利用される

ことが原則であり、収集の目的の範囲を超えて利用をしてはならないとして
います。範囲を超えて個人情報を利用する場合は、一定の制限の範囲内であ
れば、収集目的以外に利用することができるとしています（目的外利用の制
限）。また、個人情報を実施機関以外のものに対して提供する場合も同様の
扱いとしています（外部提供の制限）。

なお、目的外利用、外部提供をしようとするときは、あらかじめ町長に届
け出ることになっています。

平成２７年度の実施機関別届出状況は、表－Ⅱ－２、表－Ⅱ－３のとおり
です。
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表－Ⅱ－２ 個人情報目的外利用届出状況

平成26年度末 平成27年度中届出件数 平成27年度末
実 施 機 関

届 出 件 数 開 始 廃 止 届 出 件 数

議 会 ０ ０ ０ ０

町 長 ２２７ ３ ０ ２３０

教 育 委 員 会 ２５ ０ ０ ２５

選挙管理委員会 １０ ０ ０ １０

公 平 委 員 会 ０ ０ ０ ０

監 査 委 員 ０ ０ ０ ０

農 業 委 員 会 ４ ０ ０ ４

固 定 資 産 評 価
審 査 委 員 会 ０ ０ ０ ０

合 計 ２６６ ３ ０ ２６９

表－Ⅱ－３ 個人情報外部提供届出状況

平成26年度末 平成27年度中届出件数 平成27年度末
実 施 機 関

届 出 件 数 開 始 廃 止 届 出 件 数

議 会 ０ ０ ０ ０

町 長 ９７ ２ ０ ９９

教 育 委 員 会 ２ ０ ０ ２

選挙管理委員会 １１ ０ ０ １１

公 平 委 員 会 ３ ０ ０ ３

監 査 委 員 ２ ０ ０ ２

農 業 委 員 会 ２ ０ ０ ２

固 定 資 産 評 価
審 査 委 員 会 ０ ０ ０ ０

合 計 １１７ ２ ０ １１９



- 6 -

３．電子計算組織の結合の届出状況

実施機関が電子計算組織によって個人情報を処理する場合において、実施

機関以外の電子計算組織と結合（オンライン）する場合に、事前に審議会の

意見を聴くとともに、届出を義務付けています。

表－Ⅱ－４ 電子計算組織の結合の届出状況

平成26年度末 平成27年度中届出件数 平成27年度末

実 施 機 関

届 出 件 数 開 始 廃 止 届 出 件 数

町 長 ３３ ０ ０ ３３

４．自己情報の開示等の請求（申出）及び処理状況

平成２７年度の個人情報保護制度における自己情報の開示等の請求、自己

情報の訂正請求・削除請求・利用の中止の請求はありませんでした。
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Ⅲ 情報公開・個人情報保護審査会の運営状況

１．情報公開・個人情報保護審査会

審査会は、情報公開請求に対する決定又は自己情報の開示請求等に対する

決定について、町民等から不服申立てがあった場合に、公平で客観的な立場

で審査を行うために設置された第三者的機関で、識見を有する３人の委員で

構成されています。

審査会は、実施機関からの諮問に応じて審査し、公開（開示等）するかど

うかを決定します。

２．不服申立ての状況

平成２７年度は、非公開（部分公開）処分に対する異議申立てはありませ

んでした。

３．審査会の開催状況

審査事項がありませんでしたので開催されませんでした。

Ⅳ 情報公開・個人情報保護運営審議会の運営状況

１．情報公開・個人情報保護運営審議会

情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を行うため、実

施機関からの諮問に応じて審議・調査を行ったり、制度に関する重要事項に

ついて町長に意見を述べる機関として設置されています。審議会は、町民や

識見を有する６人（平成２８年５月１９日現在）の委員で構成されています。

２．審議会の開催状況

開催日 会議内容等

第１回 H28.5.19 ・越生町個人情報保護条例第７条第１項及び第２項

の規定による届出（個人情報取扱事務の届出等）

について（報告）

・越生町個人情報保護条例第９条第３項の規定によ

る届出（目的外利用等の届出）について（報告）

・越生町情報公開条例第１７条及び越生町個人情報

保護条例第２４条の規定による運用状況（平成２

７年度）について（報告）


